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近
年
、
政
府
・
与
党
で
は
、

デ
フ
レ
脱
却
と
経
済
再
生
を

最
重
要
課
題
と
し
て
取
り
組

ん
で
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
有
効
求
人
倍
率
や
賃
上

水
準
の
向
上
に
一
定
の
成
果

を
あ
げ
て
い
る
も
の
の
、
未

だ
個
人
消
費
や
設
備
投
資
は

力
強
さ
を
欠
く
状
況
に
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
背

景
に
は
、
人
口
減
少
や
少
子

高
齢
化
と
い
っ
た
構
造
的
な

問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
た
め
、
子
育
て
や
介

護
へ
の
不
安
を

無
く
し
、
女
性

や
若
者
の
活
躍

を
進
め
る
こ
と

に
よ
り
、
少
子

高
齢
化
の
流
れ
に
歯
止
め
を

か
け
、
誰
も
が
生
き
が
い
を

感
じ
ら
れ
る｢

一
億
総
活
躍
社

会｣

の
実
現
に
向
け
て
の
取
り

組
み
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の｢

一
億
総
活
躍
社
会｣

を
実
現
し
、
日
本
全
体
の
成

長
力
を
底
上
げ
す
る
た
め
、

｢

働
き
方
改
革｣

・｢

イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン｣

に
重
点
を
お
い
た
、

｢

平
成
29
年
度
税
制
改
正
大
綱｣

が
、
平
成
28
年
12
月
8
日
に

公
表
さ
れ
ま
し
た
。

■
改
正
の
概
要

　

中
小
法
人
等
に
認
め
ら
れ

て
い
た
法
人
税
の
軽
減
税
率

(

15
％)

に
つ
い
て
は
、
平
成

29
年
3
月
31
日
を
も
っ
て
廃

止
さ
れ
る
予
定
で
し
た
が
、

昨
今
の
経
済
状
況
を
鑑
み
、

さ
ら
に
2
年
延
長
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

■
適
用
時
期

　

平
成
30
年
度
末
ま
で
延
長

さ
れ
ま
す
。

■
改
正
の
概
要

　

サ
ー
ビ
ス
産
業
も
含
め
た

中
小
企
業
の
設
備
投
資
を
支

援
す
る
た
め
、
中
小
企
業
経

営
強
化
税
制
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
中
小
企
業
投
資
促
進

税
制
の
う
ち
、
生
産
性
の
高

い
先
進
的
な
設
備
や
生
産
ラ

イ
ン
等
の
改
善
に
資
す
る
設

備
投
資
を
対
象
に
、
即
時
償

却
又
は
税
額
控
除
が
で
き
る

上
乗
せ
措
置
に
つ
い
て
、
中

小
企
業
等
経
営
強
化
法
の
認

定
計
画
に
基
づ
く
制
度
に
改

組
し
た
上
で
、
対
象
と
な
る

器
具
設
備
及
び
建
物
附
属
設

備
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。

■
適
用
要
件

Ⅰ
適
用
対
象
法
人

①
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る

中
小
企
業
者

②
経
営
力
向
上
計
画(

人
材
育

成
、
コ
ス
ト
管
理
、
設
備
投

資
な
ど
、
事
業
者
の
経
営
力

を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
取
り

組
み
を
ま
と
め
た
計
画)

を
提

出
し
、
認
定
を
受
け
た
法
人

Ⅱ
対
象
期
間

　

平
成
29
年
4
月
1
日
か
ら

平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で
の

期
間

Ⅲ
適
用
対
象
設
備

①
生
産
性
向
上
設
備

・
生
産
性
向
上
設
備

　

発
売
開
始
か
ら
一
定
期
間

以
内
の
設
備(

機
械
装
置
：
10

年
以
内
、
工
具
：
5
年
以
内
、

器
具
備
品
：
6
年
以
内
、
建

物
附
属
設
備
：
14
年
以
内
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
：
5
年
以
内)

・
旧
モ
デ
ル
比
で
生
産
効
率
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
、
精
度
等

が
年
平
均
1
％
以
上
向
上
す

る
も
の

※

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び
旧
モ

デ
ル
が
存
在
し
な
い
資
産
に

つ
い
て
は
、
生
産
性
向
上
設

備
の
要
件
の
み　

②
収
益
力
強
化
設
備
等

　

年
平
均
の
投
資
利
益
率
が

5
％
以
上
の
投
資
計
画
に
係

る
設
備
等

Ⅳ
取
得
価
額
要
件

・
機
械
装
置

　

1
台
又
は
1
基
の
取
得
価

額
が
1
6
0
万
円
以
上
の
も

の・
工
具
及
び
器
具
備
品

　

そ
れ
ぞ
れ
1
台
又
は
1
基

の
取
得
価
額
が
30
万
円
以
上

の
も
の

・
建
物
付
属
設
備

　

一
の
取
得
価
額
が
60
万
円

以
上
の
も
の

・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

　

一
の
取
得
価
額
が
70
万
円

以
上
の
も
の

　

適
用
要
件
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
中
小
企
業
者

(

資
本
金
1
億
円
以
下)

で
あ

れ
ば
、
特
別
償
却
で
購
入
し

た
も
の
の
全
額
を
全
て
経
費

で
落
と
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

あ
る
い
は
税
額
控
除
で
買
っ

た
も
の
の
7
％
は
法
人
税
を

安
く
し
て
も
ら
え
ま
す
。
特

定
中
小
企
業
者(

資
本
金
3 

0
0
0
万
円
円
以
下)

で
あ
れ

ば
、
同
じ
様
に
特
別
償
却
と
、

10
％
の
税
額
控
除
が
使
え
ま

す
。
な
お
、
税
額
控
除
は
当

期
の
法
人
税
額
の
20
％
を
限

度
と
し
、
控
除
し
き
れ
な
い

場
合
に
は
1
年
間
の
繰
越
し

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

■
適
用
時
期

　

平
成
29
年
4
月
1
日
か
ら

平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で
の

期
間
に
な
り
ま
す
。

　

設
備
投
資
関
係
の
特
別
償

却
や
税
額
控
除
は
様
々
な
種

類
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
中

小
企
業
の
投
資
に
お
い
て
は
、

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
が

メ
イ
ン
に
な
り
ま
す
。　

■
改
正
の
概
要

　

企
業
収
益
の
拡
大
が
雇
用

の
増
加
や
賃
金
ア
ッ
プ
に
つ

な
が
り
、

そ
れ
が
消

費
の
拡
大

に
結
び
付

く
と
い
う

｢

経
済
の
好
循
環｣

を
作
り
出

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
賃
上
げ
を
行
っ

た
企
業
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
機
能
を
強
化
す
る
観
点
か

ら
、
平
成
25
年
度
税
制
改
正

で
創
設
さ
れ
た
所
得
拡
大
促

進
税
制
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。

■
現
行
制
度

　
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法

人
が
、
国
内
で
雇
用
す
る
使

用
人
の
給
与
総
額
を
適
用
年

平
成
29
年
度
税
制
改
正

大
綱
の
ポ
イ
ン
ト

始　

め　

に

中
小
企
業
者
の

軽
減
税
率
の
延
長

中
小
企
業
経
営
強
化

税
制
の
創
設

所
得
拡
大
促
進

税
制
の
拡
充
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度
に
応
じ
た
一
定
割
合
増
額

し
、
か
つ
、
3
つ
の
要
件
を

満
た
す
場
合
に
は
、
給
与
等

支
給
額
の
10
％
を
税
額
控
除

(

大
企
業
は
法
人
税
額
の
10
％
、

中
小
企
業
は
20
％
が
上
限)

す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
適
用
要
件

■
改
正
内
容

　

同
税
制
の
適
用
要
件
③
が

改
正
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
従
来
の
適
用
要
件
①
②

を
満
た
す
こ
と
で｢

給
与
等
支

給
額
の
増
加
額
の
10
％｣

の
税

額
控
除
が
適
用
で
き
、
さ
ら

に
改
正
後
の
要
件
③
を
満
た

す
こ
と
で
、
中
小
企
業
な
ら

ば
最
大
で
22
％
の
税
額
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
す
。

　

大
企
業
の
改
正
後
の
要
件

は
、
平
均
給
与
等
支
給
額
が

前
年
度
比
2
％
以
上
の
増
加

と
な
り
、
賃
上
げ
率
2
％
以

上
の
企
業
は
、
前
年
度
か
ら

の
増
加
額
に
つ
い
て
税
額
控

除
を
2
％
上
乗
せ
で
き
ま
す
。

中
小
企
業
の
改
正
後
の
要
件

は
、
平
均
給
与
等
支
給
額
が

前
年
度
を
上
回
る
か
、
あ
る

い
は
前
年
度
比
2
％
以
上
の

増
加
と
な
り
、
賃
上
げ
率
2

％
以
上
の
企
業
は
、
前
年
度

か
ら
の
増
加
額
に
つ
い
て
税

額
控
除
を
12
％
上
乗
せ
で
き

ま
す
。

■
改
正
の
概
要

　

研
究
開
発
税
制
は
、
研
究

開
発
を
行
っ
た
法
人
に
、
所

得
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算

入
さ
れ
る
試
験
研
究
費
が
あ

る
場
合
、
そ
の
事
業
年
度
の

法
人
税
額
か
ら
一
定
金
額
を

控
除
で
き
る
制
度
で
す
。

　

今
回
の
改
正
で
、
研
究
開

発
税
制
の
対
象
と
な
る
試
験

研
究
費
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ

る
他
、
投
資
の
増
減
に
応
じ

て
税
額
控
除
率
に
メ
リ
ハ
リ

を
効
か
せ
る
た
め
の
措
置
な

ど
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
改
正

に
よ
り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

創
出
に
繋
が
る
中
長
期
・
革

新
的
な
研
究
開
発
が
促
進
さ

れ
、
成
長
力
・
国
際
競
争
力

の
強
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

■
現
行
制
度

■
改
正
内
容

①
試
験
研
究
費
の
範
囲
の
見

　

直
し

　

研
究
開
発
税
制
の
支
援
対

象
に
、
こ
れ
ま
で
の
製
造
業

に
よ
る｢

モ
ノ
作
り｣

の
研
究

　　
　
　

■
改
正
の
概
要　

　

日
本
企
業
の
多
く
が
3
月

末
に
決
算
を
迎
え
、
6
月
に

株
主
総
会
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
決
算
か
ら
株
主
総
会
ま

で
の
期
間
が
他
の
先
進
国
に

比
べ
て
短
く｢

株
主
が
議
決
権

を
行
使
す
る
時
間
的
猶
予
が

短
い｣

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
企
業
と
投
資
家
の

対
話
の
充
実
を
図
る
た
め
、

上
場
企
業
等
が
株
主
総
会
の

開
催
日
を
柔
軟
に
設
定
で
き

る
よ
う
、
法
人
税
等
の
申
告

期
限
の
延
長
可
能
月
数
が
拡

大
さ
れ
ま
す
。

■
改
正
内
容

　

会
計
監
査
人
設
置
会
社
が

決
算
日
か
ら
3
ヶ
月
を
越
え

て
株
主
総
会
期
日
を
設
定
し

た
場
合
、
株
主
総
会
後
に
法

人
税
の
申
告
を
行
う
こ
と
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

　

申
告
期
限
は
、
原
則
決
算

日
か
ら
2
ヶ
月
以
内
で
、
特

例
適
用
時
は
決
算
日
か
ら
4

ヶ
月
以
内
で
す
。

　

対
象
法
人
は
、

①
会
計
監
査
人
を
置
い
て
い

　

る
こ
と

②
定
款
等
の
定
め
に
よ
り
各

　

事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌

　

日
か
ら
3
ヶ
月
以
内
に
決

　

算
に
つ
い
て
の
定
時
総
会

　

が
召
集
さ
れ
な
い
状
況
に

　

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

の
2
要
件
を
満
た
す
法
人
で

す
。　
　

 
(

文
責
・
編
集
部)

当
期
の
雇
用
者
給
与
等
支

給
額
≧
基
準
事
業
年
度
の

給
与
等
支
給
額
×
一
定
の

増
加
割
合

当
期
の
給
与
等
支
給
額
≧

前
期
の
給
与
等
支
給
額

当
期
の
平
均
給
与
等
支
給

額
＞
前
期
の
平
均
給
与
等

支
給
額

①②③

研
究
開
発
税
制
の

見
直
し

上乗せ措置

【増加型】
試験研究費が過去3年平均より
増加した場合の控除制度

控除額 試験研究費の増加額
×控除率(5％～30％)

【総額型】
試験研究費総額に係る控除制度

控除額 試験研究費総額×
8％～10％

控除限度額 法人税額の25％

恒久措置

【高水準型】
試験研究費の対売上比率が10％を
超えた場合の控除制度

控除額 試験研究費の増加額
×控除率(5％～30％)

【オープンイノベーション型】
特別試験研究費にかかる控除制度

控除額
特別試験研究費総額
×20％又は30％

控除限度額 法人税額の5％

 控除上限
(法人税額)

合計で法人税額の
40％まで控除可能

選択可

開
発
に
加
え
、
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
等
を
活
用

し
た

第
4

次
産

業
革

命
型
の｢

サ
ー
ビ
ス｣

の
開
発
が
新
た
に
追

加
さ
れ
ま
し
た
。

②｢

総
額
型｣

(

試
験
研 

　

究
費
総
額
に
か
か

　

る
控
除
制
度)

の
改

　

正

 

税
額
控
除
率
が
、
試

験
研
究
費
の
総
額
に

応

じ

た

も

の

か

ら

、

試
験
研
究
費
の
増
減

割
合
に
応
じ
た
も
の

に
改
め
ら
れ
ま
す
。

③｢

上
乗
せ
措
置｣

の

　

改
正

　

増
加
型
の
上
乗
せ

措
置
が
廃
止
さ
れ
る

と
と
も
に
、
高
水
準

型
の
上
乗
せ
措
置
の

適
用
期
限
が
2
年
延

長
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

25％ 5％

10％

法
人
税
申
告
期
限
の

見
直
し




